
 

 

第 3 期四国中央市空家等対策計画について 

 

【空家等対策計画とは】 

「空家等対策計画」とは、深刻化する空き家問題への対策を適切に進めるために、市町

村が策定する計画で、空き家問題の解決を目指すための重要な指針です。 

 

【計画期間】 

第 2 期の計画期間は、令和 5(2023)年度から令和 14(2032)年度までですが、概ね 5 

年後（令和 9(2027)年度）に中間見直しを行うこととしています。また、令和 5 年 12 月に

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が大幅に改正されており、こ

れに対応する計画とする必要があります。令和 9 年度の策定に備え、令和 8 年度に一定の

検討が必要です。 

 

【計画案】 

第 3 期空家等対策計画では、以下事項の整理が考えられます。 

1. 現状分析：本市における空き家の実態や問題点の把握。 

2. 基本方針の策定：空き家問題への取り組み方針を明確化。 

3. ⾧期的な目標設定：空き家率の低下や地域活性化の進展に向けた目標 

4. 具体的な施策 

 ・改正空家法への対応 

  ・管理不全な空き家の解消（所有者への改善指導や勧告など） 

・老朽化した空き家の取り壊しや撤去 

  ・空き家の活用促進（リノベーションや地域活性化に向けた活用案の整理） 

5. 住民や民間事業者との連携：地域住民や民間事業者との協力体制の構築 など 

 

【令和 8 年度の検討事項】 

・現状分析の手法（全戸調査、標本調査、既存データ活用） 

・空家等活用促進区域の設定（法第 7 条） 

・空家等管理活用支援法人（法第 23 条）の指定 など 
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